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論文

貿易取引における電子化のメリットを再考する
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貿易収引を光買としてとらえると.売買、'.i'ド者間の物品の引iJ支しゃ代金の支払いは.七日I{に基づ句、て

行われる心これまでこのような情械は. I紙」に起されて送速されていたが.情報J支WJーの発述によって

屯子的な丈 間:や送達に罰き換えられるようになってきたc いわゆる IT革命と H千ばれる情事11，革新の初JlJJ
の段階では.これからすぐにでも紙はデータに置き換わり. ドキュメントレスやペーパーレスの取引が

行われ.これによって取引、当事者は大いにメリットを享受すると 2われた。ところが現代においても紙

はなくな っ ていなし、 ~ ji初考えられていた'ι子化のメリ ットとは過大なる評価で，(j:なかっただろうか。
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はじめに

パソコンやインターネットに代表される情報処理技術の飛躍的な発展は，企業活動からわれ

われの日常活動に至るまで，今ではあらゆるところで見ることができる。ただしこれがすべて

を満足させてくれるというわけではなく まだまだ解決しなければならない問題が残っている。

企業活動や経済活動をながめると，時代の流れとは裏腹にそれまでの慣習や慣行といったも

のからなかなか抜け出せないとか，従来のやり方に代わる有効な方法が見つからないというよ

うな場面に出会うことがある。悪しき慣習とまで言われでも存続するような場合もある。

貿易取引の分野においても，電子化やコンビュータ化と いったことが積極的に推し進められ

てきた。

例えば.隔地者間の意思伝達方法は，旧来の手紙から，電報，電話，テレックス，ファック

スと種類を増やし IT時代においては電子メールさらには EDIと呼ばれる手法によってコン

ビュータ同士がデータをやり取りするようになってきた。

ここでの問題は，従来の手紙のやり取りにおいて形成されてきた慣習との係わりである。

わが国において意思表示の効力発生時期の考え方は.到達主義を原則としているが (民法第

97条).隔地者間の承諾の意思表示に関しては発信主義の考え方をとっている (民法526条)。

2009年8月にわが国でも効力を生ずることになる国際的な売買取引に関する条約いわゆる

ウィーン売買条約 11でも契約の成立に関してわが国と異なる規定がある 山口

国際的なスタンダードとされる事柄に，いかに対処していくかという問題は.わが国の企業

活動や経済活動がグローバル化していく中で解決されなければならない課題である。

さて貿易取引における代表的な商慣習である「信用状に基づく荷為替取引」は，今日の貿易

取引の発展を支えてきた仕法である。手形 船荷証券，信用状といった種々の書類の機能が組

み合わされるということによって，それぞれが個々に利用されたとき以上の効果が生まれる。

それぞれの書類の機能については 「紙」という物質に付された情報こそがその機能の本質的

な部分であり. I紙」それ自体には価値があるわけではない。むしろ. I紙Jを作成する煩わし

さや手間，さらにはコストといったものが問題視されるようになってきた。

情報技術の発展は， まさに「紙」の中のデータや情報のみを動かして，活用させるという仕

法を案出させることになった。

「紙」に記された情報から. I電子的な」情報というものに変わったとき，それまでの慣習は

ある意味で否定され新たなる慣習が生まれる。このように取引が電子化されることによ って取

引当事者たちは多大な メリ ットを享受する と言われ続けてきた。

電子化のメリットとは何なのか。本当に多大なのであろうか。本稿で検討するのはこの点で

ある。

そこでまず. IT革命と称された時代にあって貿易取引はどうなると 言われてきたかを整理
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し，次にそのためにどんな手立てが講じられて現代に至っているかを概観し今一度電子化の

メリットというものを考えてみようと思う 。

2 IT時代における貿易取引

ITとは情報技術であり，これに よって情報の伝達や加工，あるいは編集といった活動はより

迅速かつ効率的に行われるようになった。アナログからデジタルという流れに沿って， I紙に手

書きする」から「機器を使って紙に印字する」へ，さらに 「紙を送付するJから「データその

ものを転送する」という具合に変わっていった。

紙への記述にあたってのポイントとなるのは，誰が，何時.何処で書いたのか，あるいは作

成したのかということである。そして，その内容が正しいのか，相手方にちゃんと伝わるのか

ということが問題となる。

データの転送という ITの時代において，データの真正性といったことが議論されるが，そも

そも紙を利用する場合であっても 記述内容の真正性の問題は存在してきた。

IT時代における法の未整備ということも言われるが.現行の法律も長年の取引上の慣習とし

て確立されてきたルールが基になっているわけであるから.法律が後追いするという事態は避

けられない。

その逆に，時代を先取りするかのように人の手で作られたルールが，実際の取引にそぐわな

いという例は， トレードタームズの解釈基準であるインコタームズに新たな条件が考案された

としてもなかなか利用されなかったということで見てとれる。

ITが登場 してもしなくても，変わらないのは，取引当事者間で多くの情報が取り交わされる

ということである。

ここで貿易取引を進めるにあたっての情報の重要性に関して.今から10年ほど前の欧州、|の紀

要の次の記述が興味深い。

「取引の関係当事者が適切な情報を持っていなければ物品は販売できないし運送もされな

い。物品に保険をかけることもできなし)0 (中略)長年にわたって取引に必要な情報は紙に記さ

れてきた。その紙は定義されたフォーム.内容.機能を持った標準書類の形を持っていた。紙

の書類は複雑で， しばしば不必要なデータを含んでいる。 しかも紙の譲渡は遅く ，問題や追加

コストを発生させる。使用される紙の数と量のためにお金がかかる。(中略)これに対してコン

ピュータは情報の貯蔵・処理・伝達能力が格段に増している。コンピュータはビジネスのやり

方まで変えた。最も顕著なのは，情報がコンビュータ内に蓄えられ.読んだり，伝達したりす

るために紙にプリン トアウ トする必要がないということである 引。」

取引が履行されるにあたって，取引当事者で交わされる数々の情報伝達が迅速にしかも正確

に送達されるということがいかに重要であるかを再認識させてくれる。

上述のように，ビジネスに IT技術が応用されることで，取引の仕方が変わると言われてき



104 (240) 商学研究第49巻第2号

た。

例えばこれは相手方に対する情報伝達が早まることで起こる。オファーやその返事に要して

いた送達時間ーっとってみても 大幅な短縮が可能である。

さらに.1不正確という付随的なリスクを伴いながら人が同じ情報を繰り返し入力する必要が

なくなる。コンビュータ化された伝達は郵便よりも明らかに速く， しかもファクシミリ転送の

ような文字が読みづらいという問題を解決してくれる 引。」

これによって，意思決定のスピードも増し結果的にトランザクションコストは低減する。

情報伝達のスピードが増すのと並行して.情報収集のスピードも増す。そして情報蓄積量は

爆発的に増大する。情報量の多さを意思決定に反映させることができる反面，情報の洪水と呼

ばれるような状況も生まれ，適切な情報選択と判断がこれまで以上に求められることになった。

情報伝達の迅速化と並行して貿易取引の分野では，俗に言われる B/Lの危機51を迎えること

になった。B/Lの危機とは，それまでのように航空便で送付されていた船荷証券の到着が，コ

ンテナ運送を利用する貨物よりも遅れるという状況から発生する問題を表したものであるが.

ITの時代にあっては，これに加えて.紙の船荷証券の発行が必ずしも求められないような状況

を表す言葉としても使われているようである。

ここに至って紙に頼らずデータを活用するというやり方が模索された。

ところで IT革新以前においても，紙をなくすあるいは簡素化するという動きは，欧米で進ん

でいた。これに関する当時の論究などを再見すると，取引を進めるにあたっての書類作成のコ

ストを削減しよう，誤りや誤謬を削減しよう.再入力の手間を削減しようとの議論が繰り広げ

られていた。

国際的な機関においても論議され，わが国においても専門の機関が組織され，現在に至って

いる 61。

紙に頼らずデータを活用するというやり方は，ペーパーレスやドキュメントレスという 言葉

で表され，将来における紙を拠りどころとしない取引仕法が求められることになった。

そして世界貿易はすぐにでも電子商取引の時代となり海上の分野のみならず一般的な分野に

おいてもペーパーレスシステムへ移行すると考えられた 710

ただしペーパーレスとは，紙の書類を使わずに情報が電子的に交換される状態であり，こ

れによって取引の速度，正確性，効率性は高まるが，ペーパーレスとは，紙が使われないとい

う意味ではなく，欠くことのできないものではないということである 81 とも言われていた。

一方で，このような紙を廃することによ って取引における種々のコストを削減することがで

きるというメリットが生まれると力説されていた。

ところが，紙を廃する状況に対応するためには，それまでのやり方を支えてきたルールの見

直しも必要であるとの観点から 種々の規則の変更が加えられたり 新たなルールが設けられ

たりした。
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例えば，船荷証券の電子化に関しては，万国海法会の「電子式船荷証券のための CMI規則」

が1990年に採択されている。この規則は，コンビュータ問の EDI(電子的データ交換)によっ

て，貨物到着地において 「紙」の船荷証券を提出することなく貨物を受け取れるようにしたも

のであり，運送書類の EDI化への取組みのための最初の国際ルールであると言われている りo

しかしながら，この規則に則った電子式船荷証券がその後主流になったのかと問われると，

必ずしも肯定できない。後述のような貿易環境の変化や取引形態の変容が十分な活動の場所を

与えなかったようである lOjo

さらには， I電子船荷証券が実際に使われない理由のーっとして.法的な規則が欠けているた

め，法的な価値と効果に関して当事者が心配し電子船荷証券よりも伝統的な紙の書類の方を

好むからJ11) とさえ言われた。

このような船荷証券に代表される運送書類を電子化する方法には 今の法律の下で紙の書類

の機能をできる限り電子的に模倣しようとする“実質的アプローチ"と呼ばれるやり方と，法

律を変えて紙の書類を電子的な書類に完全に置き換えてしまおうとする“機能的アプローチ"

の二つのやり方があるのだが.法規を統一的に改正することは今すぐには期待できないという

理由で.“実質的アプローチ"が試みられてきた I ~) 。

いずれにしても.ペーパーレスやドキュメントレスで形容される取引においては， I触れてわ

かる書類を使うことなく，権利や義務を電子的に流通・移転させる手段を発展させる」 山 こと

が必要であり ，その際解決されなければならない問題としてあげられていたのが，船荷証券の

存在に基づく慣行の存在である。例えば，

1. 船荷証券の発行前に船積みされた貨物を取引する

2. 運送人が貨物を荷揚げないし引渡した後の船荷証券の価値:船荷証券はまだ商品を表象

しているのか?

3. 貨物がなくなってしま ったとか.運送中によくわからなくなってしま った後の船荷証券

の権限の機能

4. 荷主が運送人に対して船荷証券の呈示なしに貨物を引渡すよう指図するやり方

5.補償状に基づいて売買する商人間の慣行

6. switched B/Lや antedatedB/L 

7. 荷受人が次のような理由で貨物を引き取らないという 慣行

i船荷証券を受取ることを金融的に可能とするために，貨物を転売しなければならない

11船積み前の品質について疑義があるため売買契約のもとで貨物を拒絶したい11>

というような問題を解決しなければならなL、。

しかし一方で.I現行の紙の船荷証券で生じる問題に対する答えは，ペーパーレスの電子シス

テム下で必ずしも同じである必要なない。J1;)) とも言われており， I紙」を拠りどころとしない

中での新たな慣行や慣習が生まれると期待された1610
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3 r紙jに基づく取引のメリット

紙とは何であろうか。ある いは紙と同義で使われる文書 (document)とは何であろうか。

例えば ICC(国際商業会議所)の銀行委員会は信用状規則の解釈にあたって，文書 (document)

というものの見た目の重要性を強調し次の 6つのカテゴリーの文書の原本性 (original)を考

えていた17)0

一つ目 は，文書の発行者によって書かれるか， タイプされたように見えるもので，決して議

論の起こるようなものでないものO

第二は，手書きの署名 (manualsignature)が入ったものO 例えば，手書きの署名入りの手形

であるとか商業送り状で.署名以外の部分が前もって印刷されていたり カーボンコピーされ

ていたり.コンピュタシステムによって作成されていたりしても構わない。

第三は，発行者のオリジナルの便せんに印刷されたものO

第四は，電子的に作られ保存された文書を普通の紙に印刷する者は，オリジナルな文書を作

成しようと意図していることになる。

第五は，それ自体にオリジナルであると記載されているようなもの。

第六は，指定された方法で作成される文書。

このような原本性に共通するのは.そこに発行者ないしは作成者の意思に基づいていること

を推測するに足るものがあるということである。

「紙」というものは，それを持つことができて，それに印をつけることができ，所定の方法に

よって裏書きされて.正当な者によって署名されて 関係者に提示されるものである 1810

そして，文書 (writing)の重要な性格の一つは，その不変性(immutability)であり lへ こ の 性

質に加えて，携帯性，証拠性，記録性，参照性，耐久性，費用性といったことに優れる紙に

取引当事者は取引を履行するにあたって必要不可欠な種々の事柄を記す。

相手に対しである行為を行うとか行わないといった約束，商品名や数量をはじめとする取引

条件，当事者問における決定事項，その他各種の意思表示を文言や数字，記号で記入する。

これまでの貿易取引で主流であった取引仕法である荷為替取引は，船荷証券や手形，送り状

や保険証券といった「紙」の書類を使って行われてきた。

ここでの船荷証券は，荷主と運送人との運送契約と荷主と荷受人との売買契約を“つなぐも

の (linking)，.と見られており，船荷証券原本を所持することによって所持人は運送人に対して

物品の引渡請求をすることができるので，国際貿易で極めて重要なツールであると考えられて

きた2010

ここで重要なのは，船荷証券の引換証としての機能にあり，船荷証券と引換えでないと運送

人は貨物を引き渡さないという約束事がポイントである。そこでオリジナルの書類を正当に

持っているということに対して真正性を認めようと考えるわけである。
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さらに， I特に運送人に対する権利をその所持人に与える ことを満足に思い，しかも物品が売

られたならばその書類は他の者に よって受け入れるから商人達はそれを買う，これこそ伝統的

な船荷証券の本質であり 21)J，譲渡可能性 (negotiability)を持つというわけである。

このように船荷証券が当事者間で取引されうるという譲渡性の概念は，紙であるということ

に関係している。なぜなら，触って分かることのできるものゆえに，ある当事者から他の当事

者へと物理的に譲渡 しうるからである加。

船荷証券に代表される書類は，単に何かが記載されているということ以上に，何らかの権利

というものが表象されている。そして物理的にこの紙を所持することで，その権利を所持した

り，あるいは.行使したりできるという安心感を所持人に与えている。

したがって，紙や書類というものがなくなるということは，権利の拠りどころというものが

なくなることを意味する。これによって取引当事者には取引を進めるにあたっての不安という

ものが発生する。

そもそも貿易取引とは異なる国の当事者間で繰り広げられるものであるから，取引上のリス

クは計り知れないし リスク管理こそ貿易実務の課題である。その課題への対応の結果として

各種の貿易慣習が形成されてきた。紙に記すとは，情報を記録することの基本であり，これこ

そ紙を使うことのメリ ットと言えよう。

ところで，船荷証券に加えてこれまでの貿易取引で使われてきた紙や書類は，

1. 手形の決済に関しては.銀行が発行する信用状

11. 前出の船荷証券の危機との関連で，船荷証券の到着遅延に際して発行され，船荷証券原

本との引換えができない場合の便法として行われる保証状 (1瓜 terof GuaranteeY引 など

がある。

さらに，貿易取引における商慣習としての CIF取引における書類の果たす役割も見逃せない。

トレードタ ームズの一種である CIF条件に基づいて行われる取引慣習は， I荷為替取引と結

びついて実行されることが一般的である。(中略)運送中の物品に対して有する引渡し請求権を

表彰 している船荷証券を担保として金融を受ける取引である却。」

これまで荷為替取引は，貿易取引における代表的な取引方法・決済方法であると言われてき

た。そして， 信用状がこれを補完しさらに CIF慣習がこれを支えてきた。それぞれ別の働き

を持つが，これが合わさることに よって，強力な仕組みが形成されてきた。それを支えてきた

のは種々の紙の書類である。

4 電子商取引時代における荷為替取引

先の項でみたように IT時代にあって荷為替取引の仕組みの不都合が現実問題化した。

そこで¥荷為替取引の仕組みはそのままにして，何とかこれを維持させ，存続させることが

できないものかといろいろな工夫が模索された。



108 (244) 商学研究第49巻第2号

しかしそこでは，紙の書類と同じ機能を果たす同じレベルの法的承認を享受するために，非

物質化された運送書類に対する深刻な法的障害つまり i書面・署名という要件を満たすこと，

11電子的コミュニケーションの証拠としての効果. III契約成立の場所・時期・時間の決定， と

いったことが予想された251。そして.1電子メッセージに対して，紙の船荷証券で表される独特

の特性を与える方法を捜すことJ261が重要となった。

そのためには.1運送契約の下での物品に関する契約上の権利と売買契約の下での物品に関す

る所有権との関係を紙を使わずに確立させること」かが必要となるが. 1所有権移転のために

物理的な裏書と引き渡しを要求する法律が電子式船荷証券の障害となっているJ2~ 1 のでこれを

取り除くことが求められた。

このような状況を克服したうえでどのような取引が展開されるのか 電子化のメリットを活

かした取引とはどのようなものかが検討された。そこで明らかにしておかなければならなかっ

fこのは，

ドキュメントレスやペーパーレスといった，書類のない あるいは紙によらないとはど

ういうことなのか

11. 紙をなくすことによってどんなメリットがあるのか。

lll. 今の取引慣行がととのように変わっていくのか。

lV. 電子化のメリットはどう活かされるのか。

V. 初期投資の高さをどう克服するか。

Vl.暗号化などの新しい技術をいかに適応させていくか。

Vll. 参入の壁が高くなるようでは意味がないので， どのようにしてその壁を低くするか。

といったことであろう 。

では，このためにどんなことが行われてきたのか。

これまでに行われてきたものの一つは. 1980年代の SeaDocsであるか 0

1990年には前出の電子式船荷証券に関する CMI規則ができた。

紙に比べた電子式船荷証券の重要な利点とは，補償状(Le仕erof Indemnity)と引換えの貨物の

引渡しゃ複数の原本が発行されることによる詐欺の危険といった，紙の船荷証券の固有の問題

を解決してくれるところにあり，船荷証券の電子的譲渡は紙の船荷証券よりも安全性がずっと

高いと言われた30)O

逆に短所や予想される障害として，権利証券として機能してくれるかということに加えて，

うまくいかなかったときであるとかハッキングされたとき，あるいは技術的不調やシステムプ

ロバイダーの過失による損害に係る保険の問題といったこともあげられた3い。

しかしながら，これに対して「電子的コミュニケーションは信頼が低いであるとか詐欺者の

餌食になりやすいとの見方が大方であるが，紙の船荷証券の詐欺も頻繁に起こっている。統計

的にはコンビュータの詐欺の発生の方が稀である。J:321 との指摘は示唆に富む。
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しかし SeaDocsにしても CMI規則にしても，開発コストが一つの要因となり，世界的な不

況のため進展が遅れたと言われている3310

近年におけるシステムとしては.BOLEROが挙げられる。これに関してはいろいろな論究が

ある。

BOLEROとは，電子式船荷証券に係る一つのプロジェクトであり. I貿易関係書類をネ ット

ワークを介して電子的に交換するシステムである。デジタル署名と公開鍵方式により機密保持

と改良防止が図られ.確実な配信など基幹となるメ ッセージ交換基盤が提供される。共通の統一

契約書を採用して法的安定性が確保され，船荷証券の権利移転システムが導入されている UリJ:1 

ところのグロ一バルな closedsyst託em でで、 ある :1~ 1抗和九引 と紹介されている p

ボレロ船荷証券が模倣しなければならないのは. ¥j運送契約を証拠立てる書類 ②運送人が

物品を引取り(受取証としての機能)船積みしたことを証拠立てる書類 ③運送人はこれと引

換えに物品を引渡すことを約束した書類 (物品の所有を コントロールする権利証券としての機

能)であか権利証券として貸し手への保証として引受け可能でなければならず.権利証券と

して有効かつ受け入れられるために.占有 (ωpoωss使es路siωon的)の権利を移転させるのみならず.所有

権の移転を容易にしなければならなし、、O そして譲受人が特に運送人に対して彼らの権利を保護

し実行でで、きるようにしなければならないと指摘さ jれ'Lた:刈i制悩{“3

加えて BOLEROが実|際際に動くためには. 多くの取引業者が参加するのみならず.ボレロ船

荷証券が使われなければならないω¥ とされた。

近年の動向について. 2005年の NewsLetterには，精密機械メーカーの輸入通関に関する情

報のデータ化が紹介されている:1ヘ
海外の生産拠点からの輸入にあたって.それまではスキャナーで取り込まれ. イメージデー

タとして送付されていた船積書類の情報が，通関システムへのデータとして送られるように

なったとある。

これによって入力ミスが防止され.さらに.輸入貨物の入港即申告が可能になることにより，

倉庫への搬入日数の短縮が実現された旨の報告がなされている。

輸入通関に関する取り組みを第一フ ェーズとして位置づけ，第二フェーズとしては.買い手

側との貿易書類の電子化を挙げている。

ここで見る限り において，個々の企業におけるいわゆるソリューションとしてのー解決策で

あり.採用ないし利用企業の個々の状況に対処するようなシステム活用となっているようであ

る。

さらに NewsLetter vo1.28 (2008年)では，今日のグローバル企業のかかえる問題点 として

「取引開始から決済までの流れを管理する金融サプライチェーンのみが可視化.電子化，効率化

そして協働という IT革命の成果を充分に実現していないという現実」 を指摘している3910

ここで紹介されているように，取引の電子化とはいうものの未だ発展途上にあると言えよう 。
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これだけメーカーを中心としたグローバルな生産体制が確立されようとしている状況下にお

いて，決済をはじめとした企業間ないし企業内における全体としての資金の効率化が十分に達

成されていないことが紹介されている。

BOLEROを始めとする様々な工夫に対しては大きな期待が寄せられきっと将来の貿易取引

を支えるシステムになると大いに期待されてきた。

情報のデータ化は，確かにコストを削減する。紙が産まれないから当然である。ところが，

取引を電子化しようとする際，その時点でどういったことに困っていたのか，例えばコストが

かかりすぎていたということなのか.繰返しのデータ入力による誤謬が頻繁に起こっていたの

か等といったことが精査されていたであろうか。情報技術の常として，あれもできる，これも

できると言いながら，結局のところ本質を突いていなかったという事例は枚挙にいとまがない。

中央登録することに何のメリットがあるのか。荷為替取引の仕組みを維持させるための工夫

としての中央登録で、あって 中央登録そのものにメリットがあるとは思えなし、。機能維持のた

めの工夫とメリットを求めるための工夫とは異なるだろう 。

つまりそこでは.工夫というものが根本的な解決になっていなL、。これまでの紙の書類を使っ

て行われてきた荷為替取引という慣習は，紙であるが故の成立条件があったわけであり.紙を

前提としない取引手続きにはなじまないのではないだろうか。

確かに.最新の技術をもってすれば「紙」の書類を電子化すること自体は技術的に可能なの

かもしれな "¥0 ところが，電子化されたものをこれまでの荷為替取引の慣習に取り込もうとす

るところがうまくいっていないJ

さらに加えて，このところのわが国の貿易を取り巻く環境変化が問題を複雑にしている。こ

れについては.以下のように指摘されている。

①80年代後半から90年代にかけての日本企業の海外進出や.現地生産の拡大は， 貿易構造に

大きく影響した。

②90年代後半から2000年ごろからは自動車や家電業界などを中心にサプライチェーン構築が

進展し物流のスピードアップが図られているο

③米国同時多発テロを経て，世界各国は貿易手続簡易化とセキュリティ強化の両立という大き

な課題に取り組んでおり，その中で，貿易取引の一層の電子化とスピードアップが図られて

いる」{)JO 

また，貿易取引の決済に関しては. 80年代には L/C取引が80%であったものが， 2000年に

入ってからは，これが20%にまで減少した。今の主流は送金決済を中心とするオープンアカウ

ント取引である iい' と分析されている。

流通性船荷証券が必要な時というのは i洋上売買を行うとき， 11物品を担保として金銭の調

達が必要となるときであり.このとき機能的等価物アプローチを適用する障害が明白となる iI)O

前述のとおり，場合によっては物品が仕向け地に早く着いてしまうので，運送中の販売という
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ものはなく，仮にあったと しても他の方法による ことになる山口

さらに，コンテナ化された貨物はめったに海上売買されず， しかも関連会社間での行き来が

しばしばであり，権利証券である必要がない。むしろ，航海が短いので船荷証券を使っていた

のでは引渡しが遅れる-111 ことになる。

このように貿易環境の変化があまりにも急速なので，これへの対処が個々の企業レベルでの

最適化という方法で解決されてい くというのが現状ではないだろうか。枠組みを整備するとい

うよりも，個々の企業レベルでの解決策を求める方が問題を解決しやすく.良い結果が得られ

るということであろう 。

これまでの荷為替取引というものはある意味で製品の一回ごとの売買取引の処理に適したや

り方であるが，昨今のように海外における現地生産や委託生産を中心としたサプライチェーン

の構築の中で展開される貿易取引が中心にあっては，荷為替取引をする意味自体がなくなって

しまうだろう 。

5 結びにかえて一電子化のメリ ットとは何か

わが国で言うメリットを英語では advantageで表すようだが，ここでは長所というよりも他

のものと比べた場合の優位性と捉えたい。

電子化の優位性とは，データ送信の迅速性や.紙のドキュメントから電子的ドキュメントへ

の移行にともなう諸コストの低減化に求められる。

例えば前述のような貿易手続きの電子化の一環として. シングルウインドウ化が押し進めら

れてきたが.そのメリットとは 「一つの画面上で一回の入力・送信により複数の省庁に対する

必要な手続きが同時に行えるJ1:;1こととされており，効果的な使用によって事務の省力化を図

ることができるとされている。

これに対して，利用件数が少ないということも言われ. シングルウインドウ業務の障害とし

て.①書面提出に対する慣れ.:])'，煩雑さなどに対する利用者の「嫌気J.iJ_'1利便性，処理手順の

把握不足， ④干和利リj用料料.金の高さざ. が指摘されていた l恥(“ω3い}

“システムに対する誤解が多い..でで、あるとか.和利j用者カか、らの意見を聞きながら手直ししていカか、

なければならない"というような声も聞かれたわけであるから.解決されなければならない問

題がまだまだ残っていたわけである。

こうして見ると.電子化を推進するにあたっては.そのシステムを構築する者と利用者とい

う関係が存在するので，利用者としては提供されたシステムを受け入れざるをえない立場にあ

る。さらにその|筏 システムの利用に係る一定のコストを負担することになるであろうが.そ

うした出費に見合うだけのメリ ットを利用者が享受できるのだろうかとの疑問もある。

上述のような行政等の事務手続きの業務に関わる電子化では，幾多の省庁にまたがる煩雑な

手続きを見直すということが先ではなかっただろうか。
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貿易取引におけるこれまでの荷為替決済は，ある意味でスタンダードな決済方法であり，誰

もが使うことのできる決済仕法であった。

ところが，近年では取引形態の変化によ って，必ずしも荷為替を使う必要ななくなった。む

しろ荷為替が必要とされるのは，特殊な場合に限られてしま っている。

貿易商務の教科書ではこれまで，取引の申し込みに始まり.引き合い，オファーから展開さ

れる取引をスタンダードなものとして考え， しかも，取引当事者間には資本関係などのない独

立した企業間の取引というものを標準化してきた臼しかしこのような取引というものが逆に少

数派となってしまっている。

独立企業間の取引では.両者の聞に相手方に対する信用不安が発生する。この状況下では，

紙の書類による権利の確保であるとか，重要な約束事を記しておくことが求められる。

これに対していわゆる企業内貿易の進展により，取引当事者間の信用度は高まり， 書類に頼

る必要度が下がる。このような状況下では，あえてそれまで、の紙に頼って権利を明確化させる

必要がなくなる。

貿易取引の電子化を考えていくとき，サプライチェーンに代表されるような構造の中で取引

が履行されるのであれば，運送書類の電子化といった場合であっても.電子化に伴ってそれま

でのやり方を踏襲するという必要はないし諸権利を発生させるという機能の問題を残さなけ

ればならないという課題を解決する必要もない。SeaWaybi11のような非流通型の運送状で十分

であるという結論になる。

結局のところ， IT革新によるところの電子化の意義とは情報の共有化によるところが大き

く，電子化のメリットとは情報伝達や意思伝達の早さや新たに開発されたソフトウエアーを利

用することによる使い勝手の良さといったことに求めるのが現況ではなかろうかc 今後の推移

を注意深く見守る必要がある。
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